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2026年２月６日 
各 位 

 

会 社 名 ト ピ ー 工 業 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石井 博美 

（コード：7231 東証プライム・名証プレミア） 

問合せ先 執 行 役 員 総 務 部 長 小柳津 智毅 

         （TEL 03－3493－0141） 
 

 

幹部社員向け株式報酬制度の導入に関するお知らせ 
 

 当社は、2026 年２月６日開催の取締役会において、当社従業員のうちの管理職等で構成する幹部社

員を対象とした幹部社員向け株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議しましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本制度導入の目的 

 幹部社員の利益と当社や株主の利益との連動性によるインセンティブ付与、および幹部社員の

中長期的視野に立った経営マインドを醸成することで、すでに株式報酬制度を導入している取締

役および執行役員と幹部社員とが一体となり、当社の企業価値向上を図ることを目的として、本

制度を導入いたします。 

 

２．本制度の概要 

 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託（以下「本信託」といいます。）を設定し、

本信託が当社普通株式（以下「当社株式」といいます。）の取得を行い、幹部社員のうち一定の

要件を充足する者に対して付与されるポイントに基づき、本信託を通じて当社株式を交付するイ

ンセンティブ・プランです。当該ポイントは、当社取締役会が定める株式交付規程に従って、幹

部社員の役職等に応じて付与されるものであり、各幹部社員に交付される当社株式の数は、付与

されるポイント数により定まります。 

 本信託による当社株式の取得資金は、全額当社が拠出するため、幹部社員の負担はありませ

ん。 

 本制度の導入により、幹部社員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することがで

きるため、株価を意識した幹部社員の業務遂行を促すとともに、幹部社員の勤労意欲を高める効

果が期待できます。 
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＜本制度の仕組みの概要＞ 

 

① 当社は幹部社員を対象とする株式交付規程を制定します。 

② 当社は幹部社員を受益者とした株式交付信託（他益信託）を設定します（本信託）。その際、

当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。 

③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を、自己株式の処分による方法により一括

して取得します。 

④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信

託管理人（当社および当社役員から独立している者とします。）を定めます。なお、本信託内

の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権行使の指図を行い、受託者は、当

該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します。 

⑤ 株式交付規程に基づき、当社は幹部社員に対しポイントを付与していきます。 

⑥ 株式交付規程および本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした幹部社員は、本信託の

受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あ

らかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株

式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。 

なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀

行に信託財産を管理委託（再信託）します。 

 

３．本信託について 

（１）名称 幹部社員向け株式交付信託 

（２）委託者 当社 

（３）受託者 三井住友信託銀行株式会社 

（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行） 

（４）受益者 幹部社員のうち受益者要件を満たす者 

（５）信託管理人 当社および当社役員から独立した第三者を選定する予定 

（６）議決権行使 受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行

使します 

（７）信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） 

（８）信託契約日 2026年２月 25日 

（９）金銭を信託する日 2026年２月 25日 

（10）信託終了日 2035年８月末日（予定） 

【 委託者 】 
当 社 取引所市場 

【受益者】 

幹部社員 

信託管理人 

【受託者】 

株式 交付 信託 

当社株式 金銭 
①株式交付規程の制定 

②信託＜他益信託＞を設定（金銭を信託） 

③払込 

③自己株式の処分 

④議決権行使の指図 

⑥売却代金 

⑥株式売却 

⑥株式および金銭 
⑤ポイント付与 

三井住友信託銀行㈱ 
(再信託受託者: ㈱日本カストディ銀行) 
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４．本信託の受託者による当社株式取得に関する事項 

（１）取得する株式の種類 普通株式 

（２）株式の取得資金として当社が信託する金額 749,856,000円 

（３）取得する株式の総数 233,600株 

（４）株式の取得方法 自己株式の処分による取得 

（５）株式の取得時期 2026年２月 25日（予定） 

 

以 上 

 


